
◦こまめに水分補給しましょう。
◦緊急時の連絡先を見えるところに貼りましょう。

子ども子どもへのへの対策対策 一般・高齢者一般・高齢者へのへの対策対策

子ども子どもの熱中症をの熱中症を  防ぐポイント防ぐポイント

暑い季節がやってきます。
日頃の生活の中で、
それぞれの場所に応じた対策をして、
熱中症を予防しましょう。

▲
健康課op042－438－4037

　部屋が暑くなっていることに自分では気が付けないことも
あります。こまめに室温を確認し、エアコンを上手に使いま
しょう。

　気が付かないうちに水分
不足に対する感覚や、体温
調節機能が低下しているこ
ともあるので、注意が必要
です。

◦「暑い」と感じにくくなる
◦「暑い」と感じにくいため、
　衣類の調節や、冷房の利用に
よる体温調節が遅れる
◦のどの渇きを感じにくくなる

高齢者 が熱中症にかかりやすい理由子ども が熱中症にかかりやすい理由

熱中症かな？と感じたら

特に
注意

32℃

36℃

35℃

① 顔色や汗のかき方を十分に観察しましょう

② 適切な飲水行動を学習させましょう

年
齢
に
応
じ
た
熱
中
症
対
策
を
し
よ
う

年
齢
に
応
じ
た
熱
中
症
対
策
を
し
よ
う
！！

熱中症対策

自力で水が飲めない、意識がない人がいたら、
すぐに救急車を呼びましょう!

救急車を呼ぶべきか迷ったときは下記へご連絡を
東京消防庁救急相談センター ♯7119

24時間
年中無休

めまい・たちくらみ・足がつる・
頭痛・吐き気・嘔

おう

吐
と

・だるさ・
体に力が入らないな

ど

主な症状
●涼しい場所へ移動
●からだを冷やす
●水分・塩分補給をする

対　応

外出前…
◦「ぼうしかぶって出かけてね」
◦「飲み物持った？喉かわいてなくてもこま
めに飲んでね」

◦「時々、日かげや涼しいところで休んでね」

お散歩など一緒に外出中…
◦「少し休もうか」　　　◦「飲み物飲もうね」
◦「ふらふらしない？気分悪くない？」（顔色や汗の具合を見てあげましょう）

子どもへ一声かけましょう！

　気温が高い日に散歩な
どをする場合、地面に近
くなるほど高温になり、
身長の低い幼児は大人よりも危険な状態になります。

特に
注意

① のどの渇きが起こらなくても、水分補給

② 室内温度をこまめにチェック

　子どもはまだ体温調節機能が十分に発達していないの
で、保護者など周囲の人が気を配りましょう。

◦汗腺などの体温調節機能が未発達
◦体重当たりの体表面積が大人より
大きく、高温時や炎天下では深部
体温が上がりやすい

一般・高齢者一般・高齢者 の熱中症をの熱中症を  防ぐポイント防ぐポイント

No . 
詳細はホームページで

主 な 内 容

や さ し さ と ふ れ あ い の 西 東 京 に 暮 ら し、 ま ち を 楽 し む

発行／西東京市　編集／秘書広報課
配布／シルバー人材センター
p042－428－0787
（不配のお問い合わせなど）

 p042－464－1311（代表） 7 1
558

令和５年（2023年）７月１日号

公式
LINE

そのほか
公式SNS

ⓒシンエイ／
西東京市

いこいーな

FM放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！今号の内容は、７月１日㈯〜14日㈮の①午後０時45分　②午後８時（㈯・㈰を除く）から放送予定です。

【４面】フードドライブにご協力を　【８面】物価高騰の影響で生活にお困りの方への支援　【８面】西東京市ビジネスプランコンテスト2023
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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

広報

７月は、固定資産税・
都市計画税第２期の納期です

～納付には、便利な口座振替を～▲

納税課np042－460－9831

住民票の写しの請求はオンライ
ン申請できます

届け出・税

　７月１日㈯から、自宅や外出先から
でも、住民票の写しの請求申請ができ
るようになります。スマートフォンな
どからオンラインで申請・手数料など
の決済を行うと、住民登録地に住民票
の写しを郵送します。
□申請方法　下記のQRコードまたは
市公式LINEの「オンライン手続」のメ
ニューアイコンから手続を選択。
※申請ができる住民票は、申請者本人
または同一世帯のものです。
※申請には、マイナンバーカードと公
的個人認証を行うための「マイナサイ
ン」アプリのインストールが必要です。
※発行手数料とは別に郵送料が必要
です。▲

市民課
　np042－460－9820
　op042－438－4020 

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

a７月１日㈯・２日㈰午前９時～午後
４時（国民健康保険料の納付相談は２
日㈰のみ）
b田無庁舎のみ

● 市税…納税課（４階）
● 国民健康保険料…保険年金課（２階）
※電話または窓口で相談可
c市税・国民健康保険料の納付およ
び相談、納付書の再発行など▲

納税課np042－460－9832▲
保険年金課np042－460－9824

申込フォーム

家屋調査（新築・増改築分）に
ご協力を
　新築・増改築をした家屋は、固定資
産税・都市計画税の課税対象となりま
す。これに伴い、市では税額の基とな
る家屋の評価額を算出するため、家屋
調査を行っています。認定長期優良住
宅に該当する場合は、調査の際にお申
し出ください。
d新築・増改築をした家屋
□調査内容
　間取りと各部屋の仕上げ、建築設備

（風呂・キッチンなど）、外装（屋根・外
壁など）を調査します。
※調査時、職員は身分証明書や固定資産
評価補助員証などを携帯して伺います。
□調査日時
　家屋の所有者に事前に書面などでお
知らせします。書面が届きましたら、
資産税課へご連絡ください。▲

資産税課np042－460－9830

特定小型原動機付自転車の標識交付
　道路交通法の改正に伴い、７月１日
㈯から特定小型原動機付自転車（いわ
ゆる電動キックボードなど）の交通方法
などに関する規定が施行されます。新
たな車両区分の標識（ナンバープレー
ト）は、７月３日㈪から市民税課で交
付を予定しています。詳細はお問い合
わせください。
j市民税課np042－460－9826

国民年金保険料納付案内業務の
民間委託

保険・年金

　日本年金機構では国民年金保険料を
納め忘れている方に対する電話や文書、
戸別訪問による納付案内、免除申請、
そのほか口座振替などの案内を民間事
業者へ委託しています。
□委託業者
㈱アイヴィジット・東洋紙業共同企業体
※訪問時には日本年金機構が発行した
顔写真付き身分証明書を提示します。
※委託業者は、現金や年金手帳・通帳
などを預かることはしません。また、

連 絡 帳
市からの ATM操作を指示して振り込みをお願

いすることもありません。
　不審な点などありましたら、jへ
ご連絡ください。
j日本年金機構 武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課np042－460－9825

後期高齢者医療制度加入者の
葬祭費助成
　「後期高齢者医療制度」の加入者が亡
くなった場合、遺族（喪主）の方へ葬祭
費の助成を行っています。
d東京都後期高齢者医療広域連合が
保険者で保険者番号が「39132295」
の方の遺族（喪主）
h申請者（喪主）名義の金融機関口座・
保険証
□助成金額　５万円
□申請期間　葬儀を行った日の翌日か
ら２年間
□提出書類　 ● 西東京市後期高齢者葬
祭費助成交付申請（請求）書　 ● 会葬礼
状または葬儀社に支払った領収書の写
し（いずれも喪主の名義が分かるもの）
※申請後、２カ月程度で振り込みます。
支給決定通知は申請者（喪主）の方へ郵
送します。
※広域連合では、後期高齢者医療制度
について、東京いきいきネットkで
情報提供を行っています。▲

保険年金課np042－460－9823

入院期間中の紙おむつ代の助成申請
福祉

　医療保険適用の病院に入院し、紙お
むつ代を病院などに支払っている高齢
者の方などに助成を行います。
□対象期間　３月１日～６月30日入
院分
□助成金額　月ごとの紙おむつ代の実
費金額（上限月額4,500円）
□対象者　次の全てに該当する方
●  入院期間（上記対象期間）中に西東京

市に住民登録をしている
●  40歳以上で入院時に介護保険認定

において要介護１以上の認定を受け
ている

●  医療保険適用の病院に入院し、紙お
むつ代を病院などに支払っている

●  入院期間中に生活保護などを受給し
ていない

●  同一月内で、西東京市認知症及びね
たきり高齢者等紙おむつ給付サービ
スを受けていない

□次のいずれかで申請
●  持参…７月10日㈪～31日㈪に下記

へ　※㈯・㈰・㈷を除く
b高齢者支援課（田無第二庁舎１階、
防災・保谷保健福祉総合センター１階）
●  郵送…７月10日㈪～31日㈪（消印

有効）に〒188－8666市役所高齢者
支援課へ

□必要なもの
● 紙おむつ助成金交付申請書
● 紙おむつ助成金口座振込依頼書
● 介護保険被保険者証のコピー
●  振込先の口座が分かるもの（通帳の

コピーなど）
●  病院または病院が別途委託している

業者などが発行した領収書などのコ
ピー

※領収書には、対象者氏名・入院期間・
病院名・紙おむつの金額の記載が必要
です。紙おむつ代の記載がないものは
申請できません。領収書の金額にシー
ツやパジャマ代などが合算されている
場合は、別途病院や委託業者などが発
行した内訳のコピーが必要になります。
※申請書などは市kで配布
※次回（７～10月入院分）は11月に予
定しています。▲

高齢者支援課np042－420－2810

介護保険負担割合証を送付
　介護サービスの利用者負担の割合

（１割、２割または３割）が記載された
「介護保険負担割合証」の有効期限は７
月31日㈪です。対象となる方には、
更新した負担割合証を送付します（申
請不要）。
　介護保険被保険者証と一緒に保管し、
介護サービスを利用する際に担当のケ
アマネジャーやサービス事業者に提示
してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響な
どにより令和５年３月15日後に確定
申告を行った方は、申告内容により、

　支給要件に該当し、まだ申請してい
ない方は、子育て支援課（田無第二庁
舎２階）で申請手続をしてください。
d20歳未満の中・重度障害（おおむね
身体障害者手帳１～３級ならびに下肢
４級の一部程度、愛の手帳１～３度程
度およびこれらと同程度の内部障害ま
たは精神障害、発達障害）のある児童を
養育している父または母または養育者
※手帳をお持ちでなくても、指定の診
断書により申請することができます。
□支給制限
　児童が福祉施設などに入所している
場合や、児童が障害年金などを受給し
ている場合は該当しません。
□手当の支給月
　申請日の翌月分から支給を開始し、
年３回（４・８・11月）に各４カ月分
を支払います。

□支給金額

児童数 手当額
１級 ２級

１人につき ５万3,700円 ３万5,760円
□所得制限
　請求者本人および同居の配偶者など
の所得制限（別表１・２参照）がありま
す。所得制限を超えると、手当の支給
が停止します。
□注意
　手当の受給資格がなくなっているに
もかかわらず、届け出をしないで手当
を受給した場合は、資格がなくなった
月の翌月からの手当額を全額返還して
いただきます。また、偽りやそのほか
不正の手段により手当を受けた者は、
３年以下の懲役または30万円以下の
罰金に処されることがあります。

扶養親族の数 本人 配偶者　扶養義務者
０人 459万6,000 628万7,000
１人 497万6,000 653万6,000
２人 535万6,000 674万9,000
３人 573万6,000 696万2,000
４人以上 １人につき加算38万 １人につき加算21万3,000
16～19歳未満の控除対象扶養
親族および特定扶養親族 １人につき加算25万

老人扶養 １人につき加算10万 １人につき加算６万※
※配偶者などの老人扶養加算は、扶養親族が老人扶養のみの場合は、２人目からの
加算となります。

■別表１　令和５年度特別児童扶養手当所得制限限度額表
　〈令和４年１月１日～12月31日の所得：令和５年８月～令和６年７月分の手当に適用〉
 単位：円

単位：円
種別 本人・配偶者等共通

社会保険料相当額   8万
障害・勤労学生控除 27万
特別障害者控除 40万
寡婦控除 　27万※
ひとり親控除 35万
雑損・医療費・配偶者特別・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
※配偶者は寡婦控除なし

■別表２　所得から控除できる額

特別児童扶養手当の申請

▲

子育て支援課np042－460－9840
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防災行政無線自動電話応答サービス（p042－438－4103）　災害発生時などに、防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。　

▲

危機管理課o

後日負担割合が変わる場合があります。
□発送日　７月中旬
d要介護・要支援認定を受けている
方（総合事業の事業対象者を含む）▲

高齢者支援課np042－420－2813

介護保険訪問看護利用者
負担軽減認定の申請
　所得の低い方のうち、特に生計が困
難な方を対象に、介護保険における訪
問看護の利用者負担（１割負担）の
25％を軽減します。
i令和５年度（８月～令和６年７月）
の受付を開始しています。
※世帯全員が住民税非課税などの要件
がありますので、事前にお問い合わせ
ください。
h ● 介護保険訪問看護利用者負担軽
減対象認定申請書　 ● 収入及び資産等
に関する申告書（世帯全員の預貯金通
帳のコピーを添付）▲

高齢者支援課np042－420－2813
　

幼稚園利用の負担を一部軽減
子育て

□入園料などに対する補助金を交付
　私立幼稚園等に入園する世帯に３万
5,000円の補助金を交付します（所得
制限あり）。補助金の交付条件の詳細は
市kでご確認ください。▲

幼児教育・保育課n
　p042－497－4926

児童館改修工事に伴う利用休止
❖芝久保児童館
　空調機器取替工事に伴い工事期間中
は全館休館となります。当該期間中は、
近隣の田無児童館・新町児童館・西原
北児童館のご利用をお願いします。ま
た、日曜開館（７月23日）は、田無児
童館で実施します。
a７月21日㈮～８月５日㈯▲

児童青少年課np042－460－9843

わが家の耐震診断をしよう
くらし

　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、助言などを受けることができます。
a７月８日㈯午前９時30分～午後０
時30分
b谷戸公民館
d市内の地上２階建て以下の木造一
戸建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年５月31日以前の建築
e８人（申込順）　※１人35分程度
i７月５日㈬までに電話で下記へ
□相談員　（一社）東京都建築士事務所
協会▲

住宅課op042－438－4052

住宅増改築相談
　家の修理やリフォームをどこに頼ん
だらいいか分からないという方に、安
心して依頼できる業者をあっせんします。
a７月21日㈮午前10時～午後３時
b田無庁舎２階
※申込不要
□相談員　西東京市住宅リフォーム
あっせんセンター▲

住宅課op042－438－4052

郵便等による不在者投票
選挙

　身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介
護保険被保険者証をお持ちで、次の表
のいずれかに該当し「郵便等投票証明
書」の交付を受けている方は、選挙の
ときに自宅などで郵便等による不在者
投票ができます。ご希望の方で、まだ

「郵便等投票証明書」の交付を受けてい
ない方は、選挙管理委員会に申請して
ください。
区分 障害などの程度
身
体
障
害
者
手
帳

両下肢・体幹・
移動機能

１級または
２級

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・
小腸

１級または
３級

免疫・肝臓 １級～３級
戦
傷
病
者
手
帳

両下肢・体幹 特別項症～
第２項症

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・
小腸・肝臓

特別項症～
第３項症

介
護
保
険

被
保
険
者
証

要介護５

□郵便等投票の代理記載制度
　郵便等投票ができる方のうち、次の
表のいずれかに該当し、自ら投票の記
載をすることができない方は、あらか
じめ選挙管理委員会に届け出た方に代
理記載をしてもらうことができます。

区分 障害などの程度

身体障害者手帳
上肢または
視覚

１級

戦傷病者手帳 特別項症～
第２項症

▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

募集
排水設備工事責任技術者資格試験
a10月１日㈰午前10時～正午
b青山学院大学青山キャンパス９号館
□受験料　6,000円
□申込書　７月31日㈪まで下水道課

（保谷東分庁舎）で配布
□申込期間　７月３日㈪～31日㈪（当
日消印有効）▲

下水道課op042－438－4060

市民スポーツまつり実行委員
　10月９日㈷スポーツの日に開催さ
れる市民スポーツまつりに向けて、
NPO法人西東京市体育協会を中心に
実行委員会を立ち上げます。スポーツ
まつりの運営にご協力いただける方は、
第１回会議にご参加ください。事前申
込は不要です。
□第１回会議
a７月７日㈮午後６時30分
b田無庁舎５階
d在住・在勤・在学の高校生以上の方
jNPO法人西東京市体育協会p042
－452－7155（平日午前９時～午後
４時　※第１㈫を除く）▲

スポーツ振興課np042－420－2818

特別職報酬等審議会の市民委員
　市議会の議員、市長および副市長な
どの報酬などについて審議します。
□資格／人数　在住で満18歳以上の
方／２人
※ほかの附属機関などの委員との兼任
不可

□任期　８月～令和６年１月（予定）
□会議数　４回程度（平日）
□報酬　日額１万800円
□選考方法　「私が特別職報酬等審議
会の委員に応募した理由」をテーマと
した作文（800字程度）による選考
□申込方法　作文に住所、氏

ふ り

名
が な

、生年
月日、電話番号を明記のうえ、７月
21日㈮（必着）までに、〒188－8666
市役所職員課（田無庁舎５階）へ郵送ま
たは持参▲

職員課np042－460－9813

寄附
その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあ
りがとうございました。
✿住吉学童クラブ父母会 様（玩具）
✿�北芝久保学童クラブ・芝久保第二学

童クラブ合同父母会 様（物品）▲

総務課np042－460－9810
✿ 北芝久保学童クラブ・芝久保第二学

童クラブ合同父母会 様（金員）▲

秘書広報課np042－460－9803

　この運動は、法務省が主唱し、全
ての国民が、犯罪の防止と罪を犯し
た人や非行に陥った少年たちの更生
について理解を深め、犯罪や非行の
ない明るい社会を築こうとする全国
的な運動です。
　７月の強調月間に合わせ、西東京
市社会を明るくする運動実施委員会

では、市立小・中学校にて、安心安
全なまちづくりのため「あいさつ運
動」に取り組みます。ご理解とご協
力をお願いします。
a７月10日㈪～14日㈮
b市立小・中学校▲

地域共生課n
　p042－420－2807

社会を明るくする運動 ７月は強調月間

傍 聴

審議会など

■住宅マスタープラン策定委員会
a７月４日㈫午前９時30分
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c住宅マスタープラン策定
e５人▲

住宅課op042－438－4052

■総合計画策定審議会
a７月５日㈬午後６時
b田無庁舎３階
c中間まとめにおけるパブリック
コメントなど

e５人▲

企画政策課np042－460－9800

■第２次産業振興マスタープラン策
定委員会
a７月10日㈪午後２時
b田無第二庁舎５階
c計画の検討ほか

e５人▲

産業振興課np042－420－2819

■子ども子育て審議会計画専門部会
a７月11日㈫午前９時30分
b田無第二庁舎５階
c子育ち・子育てワイワイプラン

の策定ほか

e５人▲

子育て支援課np042－460－9841

■図書館計画策定懇談会
a７月12日㈬午前10時30分～午
後０時30分
b田無第二庁舎４階
c図書館計画策定
e２人▲

中央図書館p042－465－0823

■環境審議会
a７月12日㈬午後６時
b田無庁舎３階
c環境基本計画の策定
e５人▲

環境保全課p042－438－4042

■建築審査会
a７月20日㈭午後２時
b保谷東分庁舎
c建築基準法に基づく同意など

e５人
※一部非公開▲

建築指導課op042－438－4026

　市では、南町５丁目７番～向台町３丁目３番の南北約880ｍの区間の道路
整備について、事業概要および測量説明会を開催します。両日とも同じ説明
内容となります。ご都合の良い回へお越しください。
a・b

d南町４・５丁目、向台町２・３丁目にお住まいの方
□会場には、駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
□臨時駐輪場をご用意しますので、自転車でのご来場は可能です。▲

道路課op042－438－4054

西東京都市計画道路３・４・24号田無駅南口線
に関する事業概要および測量説明会の開催

日時 会場

第１回 ７月21日㈮午後７時～８時
（受付：６時50分から）

市立向台小学校 体育館
第２回 ７月22日㈯午前10時～11時

（受付：９時50分から）
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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

保険料の通知をお送りします 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料

国民健康保険料
　令和５年度の国民健康保険料納入通
知書を、７月上旬に世帯主の方へ送付
します。物価高騰対策として、被保険
者の生活状況を考慮し、国民健康保険
料率は据え置きとします。
　国民健康保険料は、皆さんが安心し
て医療にかかるための貴重な財源です。
期限内に必ず納付するようご協力くだ
さい。
□納付書や口座振替での納付（普通徴
収）の方

　７月から翌年の２月まで８回に分け
て納付してください。納期限を過ぎる
と延滞金が加算され、滞納処分を受け
る場合があります。
□年金からの納付（特別徴収）の方
d次の全てに該当する方
●世帯主が国保の加入者
●�国保の加入者全員が65歳以上75歳
未満

●�世帯主が受給する年金の年額が18
万円以上で、国民健康保険料と介護
保険料の合算額が年金額の２分の１
を超えない

※該当しない方は、今までどおり納付
書や口座振替での納付になります（普
通徴収）。
※令和５年度中に世帯主の方が75歳
到達により後期高齢者医療制度へ移行
する場合は、普通徴収での納付になり
ます。
□特別徴収から口座振替への変更
　特別徴収該当の方も口座振替による
納付を選択できます。詳細は、送付す
る納入通知書に同封のお知らせをご覧
ください。

□非自発的失業者の方は保険料の軽減
手続を
d次の条件全てに該当する方
●離職日時点で65歳未満の方
●�ハローワーク発行の「雇用保険受給
資格者証」または「雇用保険受給資格
通知」の離職理由が次の番号の方
　�11・12・21・22・23・31・32・
33・34

※詳細はお問い合わせください。▲

保険年金課n
　p042－460－9822

介護保険料
　65歳以上の方（第１号被保険者）の
令和５年度介護保険料納入通知書を７
月中旬に発送します。介護保険は高齢
者の暮らしを社会全体で支える仕組み
です。介護が必要になったときに、安
心して介護サービスを利用するために、
介護保険料の納付にご協力ください。
　令和５年度も、国の財政支援の強化
により、第１段階から第３段階までの
方の保険料をさらに引き下げます。

□年金からの納付（特別徴収）の方や口
座振替での納付の方
　明るい黄緑色(もえぎ色)の封筒でお
送りします。決定した保険料額を年金
または口座から引き落とします。
□納付書での納付（普通徴収）の方
　青色の封筒でお送りします。７月か
ら翌年２月までの８回に分けて納付し
てください。納付書裏面に記載の金融
機関およびコンビニでの納付のほか、
ペイジー、スマホ決済アプリによる納
付が可能です。

※口座振替依頼書を同封しています。
□10月から特別徴収が始まる方
　青色の封筒でお送りします。年間保
険料額の２分の１相当額を納付書で納
付し(７・８・９月の３期)、残りを
10・12・翌年２月に年金から引き落
とします。
※口座振替依頼書は同封していません。
□シルバーパスの所得確認書類に
　この納入通知書は、満70歳以上の
方のシルバーパス購入の際、所得確認
書類として活用できる場合があります

ので、大切に保管しておいてください。
なお、納入通知書は再発行できません
のでご注意ください。
□スマートフォンアプリで納付できます
●対象アプリ
　※納付方法はQRコードから

　�PayPay・LINE�Pay・d払い・
　�auPAY・J-Coin�Pay・
　モバイルレジ・Fami�Pay・
　楽天ペイ▲

高齢者支援課n
　p042－420－2814

後期高齢者医療保険料
　後期高齢者医療保険料額決定通知書
を７月中旬に送付します（令和４年１
～12月の所得を基に算出）。
　令和５年度は、均等割額が４万
6,400円、所得割率が9.49％、保険
料の賦課限度額が66万円となります。
□前年度から引き続き特別徴収（年金
からの納付）の方
　決定した保険料額から仮徴収額（４・

６・８月分）を差し引いた額を10・
12・翌年２月に年金から引き落とし
ます。
□10月から特別徴収が始まる方
　保険料額の２分の１相当額を納付書
で納付し（７・８・９月の３期）、残り
を10・12・翌年２月に年金から引き
落とします（詳細は、通知書の５ペー
ジをご覧ください）。
□特別徴収ではない方
　７月から翌年２月までの８回に分け

た納付書を同封しますので、各納期限
までにお近くの金融機関などで納付し
てください。
□２月１日以降に後期高齢者医療制度
に加入した方および所得を更正した方
　令和４年度分または所得を更正した
年度分の保険料として後期高齢者医療
保険料額決定通知書を送付します。納
期限は、７月31日㈪の１回のみです
ので、令和５年度の保険料と併せて納
付してください。

j制度について…
●東京いきいきネットk
● �東京都後期高齢者医療広域連合お問
い合わせセンター
　�p0570－086－519　
　※PHS・IP電話からは
　p03－3222－4496
　※平日午前９時～午後５時▲

保険年金課np042－460－9823

●口座振替をご希望の方
　口座振替依頼書が同封されていた方は、金融機関などでお申し込みくださ
い。手続には時間が掛かりますので、納期ごとの申込期限をご確認ください。
詳細は、同封のご案内をご覧ください。

共
通
事
項

●保険料の控除
　納付した保険料は、確定申告などで所得税や住民税を計算する際に、社会
保険料として控除の対象となります。

「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方へ
　後期高齢者医療被保険者証の一部負
担金の割合は、毎年８月１日に前年の
収入金額および住民税の課税所得金額
と、世帯の状況により見直し（定期判
定）を行います。被保険者証が有効期
限内でも、一部負担金の割合が変わる
方には、７月上旬に新しい被保険者証
を簡易書留で郵送します。
□負担割合の判定基準
●３割負担
　�同じ世帯の被保険者の中に住民税課税
所得が145万円以上の方がいる場合

税所得がいずれも28万円未満の場
合、または２割負担の条件①には該
当するが②には該当しない場合

※住民税非課税世帯の方は、１割負担
となります。
□「基準収入額適用申請書」提出のお願
いと変更
　定期判定により３割負担と判定され
た方で、収入金額が基準額未満の方は、
申請により２割負担となります。
※令和４年から法改正により、市で収
入が確認できる方は、申請を省略する

●２割負担
　以下の①②の両方に該当する場合
　�①①同じ世帯の被保険者の中に住民税
課税所得が28万円以上145万円未
満の方がいる
　�②②「年金収入」＋「そのほかの合計所
得金額」の合計額が、被保険者が１
人の場合は200万円以上（被保険者
が２人以上の場合は320万円以上）
である

●１割負担
　�同じ世帯の被保険者全員の住民税課

ことができるようになりました。その
場合、申請書はお送りしません。
※収入が確認できない方は、６月下旬
に申請書を送付しましたので、必ず申
請してください。
※東京都後期高齢者医療広域連合では、
東京いきいきネットkで情報提供を
行っています。▲

保険年金課np042－460－9823

もの忘れ予防検診のご案内
□検診期間　７月３日㈪～令和６年
１月31日㈬
d令和６年３月31日時点で70歳～
81歳の方で、令和５年５月１日現在、
在住の方
□ご案内の送付時期

誕生月 送付時期
�４～９月 ６月下旬
10～３月 ７月下旬

　同封の検診案内で、もの忘れ予防
検診の対象か確認できます。認知症
の予防・早期発見にお役立てください。
　対象年齢の方で、５月２日以降に
転入された方は、ご連絡ください。▲

高齢者支援課n
　p042－420－2811
　m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

フードドライブにご協力をフードドライブにご協力を
西 東 京 市西 東 京 市
社会福祉法人社会福祉法人
連 絡 会 主 催連 絡 会 主 催

　ご家庭に保管されたままの食品を提供していただき、食材として有効活用
する取組です。お持ちいただいた食品は、食の支援が必要な方にお配りします。
a７月６日㈭～20日㈭平日午前８時30分～午後５時
b ●田無庁舎２階総合案内横　●エコプラザ西東京２階
　●防災・保谷保健福祉総合センター１階警備室前
　●そのほか市内の社会福祉法人事業所
※詳細はjのkをご覧ください。
j西東京市社会福祉法人連絡会事務局p042－497－5180▲

環境保全課p042－438－4042 jのk

市k
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≪授乳室のご案内≫　田無庁舎２階、田無第二庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合センター各階　※乳幼児を連れてご来庁の際は、お気軽にご利用ください。

健
ひ
康
ろば

一　　般

▲

健康課op042－438－4037
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

７月19日㈬午後１時30分～３時30分�
防災・保谷保健福祉総合センター２階 在住の方／２人 ７月14日㈮までに電話

女性のための
腹筋・ヒップアップトレーニング
保育あり

７月20日㈭午前10時～11時
防災・保谷保健福祉総合センター３階

在住で18～64歳の女性（産後６カ
月以上経過している方）／10人

電話・メール（右上記入例A）
m seijin-hoken＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（必着）：７月14日㈮

ファミリー学級・１日制（マタニティーズ）
【妊娠中から産後の生活と健康、赤ちゃん
のお世話について】

７月24日㈪午前10時～11時30分
防災・保谷保健福祉総合センター２階

在住で妊娠28週～35週の初妊婦
（パートナーの参加可）／12組
※市のファミリー学級・２日制に参
加していない方

７月20日㈭までに電話

西東京しゃきしゃき体操パート２講座
【初心者大歓迎！足の筋力やバランス能力
を向上させましょう！】　

７月28日㈮午前10時～11時30分
田無総合福祉センター 在住で立位がとれる方／15人

前日までに電話
※７人以上で出張講座も実施します（平
日の午前９時～午後５時、会場はご用
意ください）。

ファミリー学級・２日制　第５コース
～初めて父親・母親になる方のための教室～
１日目：妊娠中の生活と健康
２日目：赤ちゃんのお世話について

１日目：８月５日㈯午前９時30分～午後０時15分
２日目：８月18日㈮午後１時30分～４時15分
防災・保谷保健福祉総合センター２階

在住で初めて父親・母親になる方／
24組　対象出産予定月：11～12月
※２日間ともパートナーとの参加が
可能です。

市kまたは、右上B電子申請
申込期間：７月７日㈮～21日㈮

子
ど
も

▲

教育支援課np042－420－2829
事業名 日時╱場所 対象／定員 申込方法など

ことばの発達・発音などに心配のある子どもの言語訓練・相談
【言語聴覚士などによる相談】

７月14日㈮午後１時30分～５時
教育支援課（田無第二庁舎４階）

５～12歳ぐらい／14人
１人15分程度

７月３日㈪～12日㈬
午前９時～午後５時に電話
※申込順

記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「腹筋・ヒップアップトレーニング」申込
①７月20日
②氏名
③生年月日
④住所
⑤電話番号
⑥保育希望の有無
※希望者は子どもの氏名、
生年月日、性別

Aメール
「健康診査」申込
①氏名（ふりがな）
②住所
③生年月日
④電話番号
⑤申請理由
（保険変更・転入など）
※保険変更の場合は
資格取得日も記入

Cはがき
「ファミリー学級」申込
B電子申請

健診のご案内市内指定医療機関
※年齢：令和６年３月31日時点

【40歳以上の方】
□健診期間
７月３日㈪～12月20日㈬
受診券は次のとおり送付します。

誕生月 送付時期
４～９月 ６月下旬
10～３月 ７月下旬

■西東京市国民健康保険に加入の方
（40～74歳）
■後期高齢者医療保険に加入の方お
よび75歳の市民
　対象者に受診券を送付します。市
内指定医療機関で受診できます。
　詳細は同封の案内をご覧ください。
※４月２日以降に転入した方は要申込
■４月２日以降に保険の種類が
変わった方（要申込）
d40歳以上の①または②の方で、
ほかに健診を受ける機会のない方
①①４月２日以降に保険の種類が変
わった方
②②生活保護受給中または中国残留

邦人などの支援給付世帯の方
i11月30日㈭（消印有効）までに、
次のいずれかの方法
●はがき（右上記入例C）
●�窓口（防災・保谷保健福祉総合セ
ンター４階健康課、田無庁舎２階
保険年金課）

必ず事前に、受診できる日時などを医療機関にお問い合わせください。

▲

健康課o
　p042－438－4021

■40～74歳の西東京市国民健康保険
以外の医療保険に加入している方へ
　特定健康診査は、加入している
医療保険者（健保組合・共済組合・
協会けんぽ・国保組合など）が実施
しています。受診方法は、健康保
険被保険者証に記載の保険者へお
問い合わせください。
※受診券の契約取りまとめ機関名
に「集合Ｂ」と記載があれば、市内
の健診実施医療機関で受診可
j西東京市医師会
　p042－421－4328

健康 イガ ド
■里帰り先などで子どもの予防接種を
受ける方へ（要事前申請）
　市外で予防接種を受ける場合、事前
に申請をして予防接種を受けた方は、
接種後に還付申請することで接種費用
の一部または全部の助成を受けること
ができます。
d在住で次のいずれかに該当する方
●�里帰り出産そのほかの事情により、
一定期間市外に居住　

●�長期にわたり医療機関などに入院ま
たは入所　

●�疾病などの事情により、市の指定す
る医療機関での予防接種が困難（か
かりつけ医という理由のみは対象外）
※詳細は市kまたは下記へ▲

健康課op042－438－4021

■１歳６カ月児医科・歯科健康診査
　小児科・内科、歯科の各指定医療機
関で受診してください。
c ●医科…身体計測、小児科・内科�
　健診、個別相談
●歯科…歯科健診、歯磨き相談
d１歳６カ月～２歳の誕生日の前日
　（１歳６カ月ごろに個別通知）
※詳細は個別通知をご覧ください。転
入などの方はご連絡ください。▲

健康課op042－438－4037

歯科（受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください）
受付
時間 午前10時～午後４時

２日
キンデンタルクリニック
ひばりが丘北３－３－52�
Ponte�Felice２階
p042－423－1470

９日
おばら歯科医院
西原町５－３－１�
レアール田無105
p042－451－6480

休日診療 　※健康保険証、診察代をお持ちください。

医科　受診の際は、小児科など診療科目をお問い合わせのうえお出掛けください。
※発熱（１週間以内に発熱37.5度以上を含む）など感冒症状のある方は、必ず電話予
約のうえ、ご来院ください。なお、電話が混み合いつながりにくい場合もあります。
ご了承ください。
※感染拡大防止のため、電話予約のない方の鼻

び

腔
くう

拭い液での検査（インフルエンザ
検査など）はしていません。
※休日診療所は、東京都指定の外来対応医療機関です。�
※休日診療所では「マイナ受付」に対応しています。

診療
時間 午前９時～午後10時 午前９時～午後５時

午前�10時～�正午
午後� 1時～�4時
午後� 5時～�9時

２日
武蔵野徳洲会病院
向台町３－５－48
p042－465－0700

保谷北町かなざわ
ファミリークリニック
北町１－６－１�
レッツビルディング２階
p042－439－6916

休日診療所
中町１－１－５
p042－424－3331
※歯科診療は行っていま
せん。
※受付時間は、各診療終
了時間の30分前まで９日

保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

大野医院
柳沢１－４－26
p042－461－8702

気管支ぜん息の方への医療費助成
～大気汚染医療費助成制度～
　都内に１年（３歳未満は６カ月）以
上在住の18歳未満で気管支ぜん息
などに罹

り

患
かん

しているなど、要件を満
たす方に、医療費を助成しています。

※詳細は問のkへ
j東京都福祉保健局環境保健衛生課
　p03－5320－4491

医療相談（西東京市医師会） 
火曜日　午後１時30分～２時30分
７月  4日 小児科・アレルギー科　11日 循環器内科
　　18日 眼科　　　　　　　　　25日 整形外科

p042－438－1100

歯科相談（西東京市歯科医師会）
金曜日　午後０時30分～１時30分

p042－466－2033

※専門医が相談に応じます。

電話相談



6 令和５年（2023年）７月１日号広報

凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

無料市民相談

■専門相談（申込制）　※１枠30分
　専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、日常の問題や手続
などについて専門家が一緒に解決の糸口を探すものです。
□申込開始　７月４日㈫午前８時30分（★印は、６月19日から受付中）
□申込方法　市民相談室（田無庁舎２階）へ直接または電話
※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j市民相談室np042－460－9805

内容 相談方法 日時

法律相談 電話・対面
７月13日㈭・14日㈮・20日㈭午前９時～正午
７月18日㈫・19日㈬午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面
★７月 ６日㈭ 午後１時30分～４時

７月25日㈫ 午前９時30分～正午
税務相談 電話・対面 ７月21日㈮・25日㈫ 午後１時30分～４時30分

不動産相談 電話・対面
★７月13日㈭ 午後１時30分～４時30分

７月28日㈮ 午前９時～正午

登記相談 電話・対面
★７月 ５日㈬ 午前９時～正午
★７月20日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 ★７月 ５日㈬ 午前９時～正午
年金・労災・雇用保険
人事一般相談 電話・対面 ※７月15日号でお知らせします。

行政相談 電話・対面 ★７月10日㈪ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 電話・対面 ★７月14日㈮ 午後１時30分～４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室（田無庁舎２階） ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時

地震防災対策の現状調査に係る
住民向けアンケートのお願い
a７月１日㈯～８月末ごろ

c避難意識などに関する調査を実施
しますので、回答にご協力をお願いし
ます。
□以下の点にご注意ください
● 回答は１人１回のみ

● 回答の途中で一時保存不可
●  回答内容は、個人が特定
　できないようまとめ、活
　用します。
j内閣府防災担当
　p03－3501－6996   

□効能
疲れた肌を爽やかに引き締めます。
a７月２日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

　保育や子育て支援の分野で従事する
うえで必要な知識や技能などを有する

「子育て支援員」の養成研修
□募集コース
①①地域保育　②②地域子育て支援　

回答フォーム

７月の薬湯 ～ハッカ湯～

東京都子育て支援員研修（第２期）

③③放課後児童　④④社会的養護
i６月30日～７月14日㈮（消印有効）
に郵送（書留）またはjのkから
※詳細はjへ
□募集要項　jのkから入手可能
※期間中、田無第二庁舎２階幼児教育・
保育課、防災・保谷保健福祉センター
１階市民課でも配布（配布数に限りあり）
j①（公財）東京都福祉保健財団（kあり）
　p03－3344－8533
　②・③・④㈱東京リーガルマインド
　（kあり）
　p03－5913－6225
●  そのほか研修全般…東京都福祉保健

局少子社会対策部計画課
　p03－5320－4121

　お気軽にご参加ください。
a７月15日㈯午後２時30分～４時

（２時開場）
b東村山市中央公民館（東村山市本町
２－33－２）
c ● 骨粗しょう症の治療について～圧

迫骨折、大腿骨骨折をなくそう～
●  最新の手術～当院のロボット支援下

手術～
j公立昭和病院地域医療連携室
　p042－461－0052

市民公開講座

※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

新型コロナワクチン接種のお知らせ接種無料 新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。
本人による同意がある場合に限り、接種が行われます。

令和５年春開始接種のお知らせ 実施中（８月末ま
で）

１・２回目接種を完了し、最終接種の完了から３カ月以上が経過した、以下のいずれかに該当する方
（年齢：接種日時点）対象者・接種券の発送

● 65歳以上の方
最終の接種完了日に応じて、順次お送りします。
※４月30日までに最終の接種完了した方には、発送済みです。
※未使用の３回目以降の接種券をお持ちの方は、そちらをご使用
ください。
※最終の接種後に転入した方や接種券の再発行をご希望の方は
申請が必要です。コールセンターへご確認ください。
※原則、接種日時点で市に住民登録がある方

接種券は原則、申請不要※

西東京市新型コロナワクチン相談窓口
b田無庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合センター４階　
c接種券再発行・ワクチン接種に関するお問い合わせ、インターネット
による予約サポートなど　　※予約希望の方は要接種券

西東京市新型コロナワクチンコールセンター
p03－5369－3904
a㈪～㈯  午前８時30分～午後７時 ※㈷・㉁を除く 

※聴覚に障害のある方
l042－439－6171

追加接種（３回目以降）５～11歳の方の
オミクロン株対応２価ワクチンを
接種していない方…引き続き、オミクロン株対応２価ワクチンを１回接種できます。
５月７日までに接種した方のうち、基礎疾患等がある方…上記の「令和５年春開始接種」としてオミクロン株対応２価ワクチンをさらに１回、追加接種できます。
※接種券は申請が必要です。

初回接種
生後６カ月～４歳（１～３回目）、５歳以上（１・２回目）の方への接種を引き続き実施中

接種場所や予約方法は、接種券をご覧ください。
※最新情報は市k・コールセンターでご確認ください。

接種券の申請方法
①①電話
下記の西東京市新型
コロナワクチンコー
ルセンターへ

③③窓口
下記の西東京市
新型コロナワク
チン相談窓口へ

④④郵送
〒202－8555市役所健康課
新型コロナウイルスワクチン担当
※専用申請書（専用kから）

②②電子申請

※�申請受付後、最終の接種完了日または申請受理日に応じて順次お送りします。申請
から１週間程度かかる場合があります。

接種券は
申請が
必要です

５歳以上65歳未満の方で
● 基礎疾患を有する方・そのほか重症化リスクが
　高いと医師が認める方
● 医療機関や高齢者・障害者施設などの従事者 基礎疾患

の一覧

「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
個人情報が含まれているため、　削除してあります。
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≪授乳室のご案内≫　田無庁舎２階、田無第二庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合センター各階　※乳幼児を連れてご来庁の際は、お気軽にご利用ください。

できることから始めよう！
楽しみながら省エネ生活　夏編
７月13・27日㈭ 
午後７時30分～９時
※各回同内容
Zoomによるオンライン講座

　家計にも環境にも優しい省エネ術を
学びます。うちエコ診断士の講師がラ
イフスタイルや性格にフィットした

「夏の省エネ」の仕方を紹介します。
d在住・在勤・在学でオンライン講
座を受講できる環境のある方
e各回10人（申込順）
f秋山香織さん（環境省認定うちエコ診
断士）
i７月４日㈫午前10時からメールで、
件名「省エネオンライン講座」、住所・
氏名・年齢・電話番号・受講希望の日
時をjへ　
jエコプラザ西東京
　p042－421－8585
　mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

夏野菜市
地元の生産物を地元の皆さんへ
７月15日㈯ 
午前９時～午後２時（荒天時中止） 
JA東京みらい田無支店

c夏野菜の販売　※売り切れ次第終了
※キッチンカーも出店します。
□主催　JA東京みらい西東京地区田
無直売会
j JA東京みらい田無支店
　p042－461－8047▲

産業振興課np042－420－2820

いろいろなことばでたのしむ
おはなし会（夏スペシャル）

７月16日㈰ 午前11時～正午 
谷戸図書館
c日本語・英語・中国語・韓国語で
絵本の読み聞かせやゲーム
d３歳以上　※未就学児は保護者同伴
e親子10組まで

i前日までに谷戸図書館へ来館した
際か、電話・メールでお申し込みくだ
さい（先着順）。▲

谷戸図書館p042－421－4545
　m lib－uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

障害者サポーター養成講座
（中級編）

７月22日㈯ 午後２時30分
（受付：２時から）
保谷障害者福祉センター

　この講座は、参加・体験型の内容で
開催します。受講者の方には、障害者
サポーターとして住所などを登録して
もらい、情報の発信やサポーター同士
のつながりなどにより受講された方の
障害者支援の活躍の場を広げていきま
す。
※受講証明としてサポートリストバン
ドを贈呈
d初級編受講者
h初級編でお渡ししたサポートバン
ダナまたはサポートキーホルダー
i前日までに電話でjへ
j（福）さくらの園・カノン
　p042－452－7062
　※㈫～㈯午前９時～午後５時▲

障害福祉課np042－420－2804

プールで泳いでみませんか
● ７月23日㈰ 午後１時～３時
● ８月20日㈰ 午後１時～３時
ひばりが丘中学校プール

　夏休みにひばりが丘中学校のプール
で障害児（者）への水泳教室を行います。
d在住・在勤・在学の障害児（者）
e各回20人（申込多数は抽選）
i申込用紙を障害福祉課（両庁舎１階）
または市kでダウンロードのうえ、各
回前々日までにファクス・メールでjへ
jあくあ・じょい
　l042－445－1173
　maqua.joy.contact@gmail.com▲

障害福祉課np042－420－2804

シニア大学単科講座
自分でできる、カラダのゆがみ
改善講座

●  １期（全４回）８月２・９・16・23日㈬
　午前９時20分～10時45分
● ２期（全４回）９月６・13・20・27日㈬
　午前９時20分～10時45分
住吉老人福祉センター
※１期と２期は同じ内容です。

　膝や腰の痛みにつながるゆがみを自
分で正していく方法の理論と実技を学
びます。

d在住の60歳以上で全日出席できる方
e20人（申込多数は、初めての方を優
先し抽選）
i７月10日㈪（必着）までに、往復はが
きで講座名（ゆがみ１期またはゆがみ２
期）・住所・氏

ふ り

名
がな

・年齢・電話番号・利
用証（福祉会館・老人福祉センター）の
有無を明記し、〒188－0011田無町５
－５－12社会福祉協議会福祉支援課へ
※医師から運動制限の指示がある方は、
相談のうえお申し込みください。
※はがき１枚につき１人のみ

j社会福祉協議会p042－497－5136▲

高齢者支援課np042－420－2812  

先輩ママとお話しする会
８月３日㈭
● 午前 ９時15分～10時15分　
● 　　10時30分～11時30分
障害者総合支援センターフレンドリー

　障害のあるお子さんの保護者が相談
員となって、同じ立場から相談を受け、
一緒に考えます。お子さんの発達や子
育ての不安なことを相談したり、地域

の学校や医療機関についての情報も聞
けます。
d／e障害のあるお子さん（就学前か
ら高校生）の保護者／各回１人（申込順）
i実施日の５日前までに電話でjへ
j基幹相談支援センターえぽっく
　p042－452－0075▲

障害福祉課np042－420－2805

生涯現役セミナー シニア期
に向けた暮らしと働き方
８月４日㈮ 
午後１時30分～４時15分 
きらっと２階

　年金など各種制度の基本的知識を学
び、シニア世代の働き方を考えます。
d55歳以上で働く意欲のある方
e30人
i７月３日㈪から電話またはjのkから

　 （予約専用ダイヤルp03－5422－
1399　※平日午前９時～午後５時）
j東京しごとセンター
　p03―5211－2335▲

産業振興課np042－420－2819

※オンライン開催事業は、通信機器とインターネットへの接続環境が必要です。

　年齢を重ねて、心身の活力（筋力・認知機能・社会とのつながりなど）が低下
した状態をフレイルといいます。ご自身のフレイルの兆候を機器による測定（手
足の筋肉量・握力など）や質問票で楽しく確認することができます。定期的に受け、
からだやこころの状態の変化を知ることが大切です。
a・b　※各会場とも①と②両日参加

会場 対象地域 日程 時間

西原総合教育施設 緑町・谷戸町・ひばりが丘・
西原町・芝久保町

①①７月19日㈬
②②令和６年１月24日㈬

午後２時
～４時

新町福祉会館 南町・向台町・新町・
柳沢・東伏見

①①７月25日㈫
②②令和６年１月30日㈫

下保谷福祉会館
ひばりが丘北・北町・
栄町・下保谷・東町・
中町・富士町

①①９月12日㈫
②②令和６年３月12日㈫

住吉老人福祉センター 北原町・泉町・住吉町・
田無町・保谷町

①①９月27日㈬
②②令和６年３月13日㈬

e各15人（申込順）
d在住のおおむね65歳以上で、フレイルチェックを受けたことのない方
i７月３日㈪午前９時から、電話で希望の会場名・住所・氏名・年齢・電話
番号を下記へ
※６カ月ごとに開催を予定していますので、継続してご参加ください。
※次回の募集は９月１日号掲載予定▲

高齢者支援課np042－420－2812

フレイルチェック初めての方対象

「一日図書館員」になってみませんか？
i ７月１日㈯～９日㈰に、直接希望する図書館の窓口へ（電話不可。１人１館まで）
※申込多数は在住・在学で申込者がご本人、初めての方を優先▲

柳沢図書館p042－464－8240

※いずれも午後１時30分～４時30分
□中央図書館
a①①７月25日㈫　②②26日㈬
d／e①小学５年生～中学生
②小学４～６年生／各６人
□保谷駅前図書館
a①①７月26日㈬　②②８月３日㈭
d／e①小学４～６年生
②小学５年生～中学生／各６人
□芝久保図書館
a①①７月27日㈭　②②８月３日㈭
d／e小学４年生～６年生／各３人

□谷戸図書館
a①①７月21日㈮　②②28日㈮
d／e小学４年生～６年生／各６人
□柳沢図書館
a①①８月１日㈫　②②２日㈬
d／e①小学４年生～６年生　
②小学５年生～中学生／各６人
□ひばりが丘図書館
a①①７月27日㈭　②②28日㈮
d／e①小学４年生～６年生　
②小学５年生～中学生／各６人

７月の人権・身の上相談のご案内
　人権侵害、偏見や差別、近所付き合
いでの悩みごとなど人権擁護委員が
市民の皆さんの相談をお受けします。
a７月13日㈭・26日㈬午前９時～

正午・午後１時～４時
b田無庁舎２階
i７月３日㈪から電話で下記へ▲

協働コミュニティ課np 042－420－2821

ナビ多摩六都科学館

　赤ちゃん大歓迎！ 泣いてもOK！ 
０歳から３歳くらいのお子様と楽し
むプラネタリウムです。
※乳幼児をお連れでない方の観覧は
お断りする場合があります
a７月20日㈭午前10時30分～11
時・11時30分～正午
d０～３歳くらいの乳幼児とその
ご家族
e234人

g観覧付入館券（展示室＋プラネタ
リウムを１回）1,040円（４歳～高校
生420円）
i当日開館時よりインフォメーション
にて観覧券を販売（先着）
b・j多摩六都科学館
　p042－469－6100
※休館日：７月３日㈪・10日㈪・
18日㈫

０歳からのプラネタリウム



ようこそ としょかんへ
乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、
いろいろな行事を行っています。

7月

各館の休館日
３日㈪・10日㈪・18日㈫・24日㈪・31日㈪
※①②⑤⑥は、21日㈮も休館
※③④は、17㈷も休館

①中　央 p042－465－0823
火～金　午前９時～午後８時
土・日・祝日　午前９時～午後６時
◦�おはなし会　６・13・20・27日㈭
午後３時30分／３歳児から

◦�にこにこおはなし会　６・20日㈭
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�サンサンおはなし会　16日㈰午前
11時／３歳児から

◦�おはなしおばさんのおはなし会（図書館
協力）　２日㈰午前11時／３歳児から

②保谷駅前  p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時
◦�ちいさなおはなしひろば　14・28
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろば　14日㈮午後４時／３歳児から
◦�おはなしのへや　１・15日㈯午後
３時30分／５歳児から小学３年生まで

◦�夏のスペシャルおはなしひろば　
28日㈮午後３時30分／３歳児から

③芝久保  p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時
◦�ちびっこおはなし会　12日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者

◦�おはなし会　13・20・27日㈭午後４時／３歳児から

④谷　戸  p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時
◦�ちびっこおはなし会　５・19日㈬
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　12・26日㈬午後３時
30分／３歳児から

⑤柳　沢  p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時
◦�ちいさなおはなしひろば　７・14日
㈮午前11時／３歳児から

◦�わくわくドキドキ紙芝居　８日㈯
午前11時／どなたでも
◦�おはなしひろば　５・12・19・26
日㈬午後３時30分／３歳児から

⑥ひばりが丘 p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時
◦�おはなしひろばサタデー　８日㈯
午前11時／３歳児から

◦�おはなしひろば　５・19日㈬午後
４時／３歳児から

◦�ちびっこひろば　７・14・28日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

児童館・児童センターとの共催行事
◦�はじめてのページ　� �
６日㈭午前11時15分／下保谷児童
センター
◦�新町おはなしひろば　５日㈬午後
３時30分／新町児童館／３歳児から

　地域で活躍する人材の育成を目的
として開催します。提出書類および
プレゼンテーション審査で、グラン
プリ・準グランプリなど８件程度の
賞を選出します。
d新規ビジネスの立ち上げを目指す
方、新規事業立ち上げ後２年未満の方
※応募時基準。業種や事業分野、個
人・法人および事業規模は不問。
※２次審査、最終審査会に応募者が
参加しプレゼンテーションを行うこと。
□申込期間　９月１日㈮～27日㈬

午後５時
□１次審査（書類審査）　10月19日
㈭までに結果通知
□２次審査（プレゼンテーション審査）
11月１日㈬午後１時～５時
□最終審査（公開プレゼンテーション審査）
12月16日㈯午後１時～２時30分
i特設kから、所定の応募用紙を
ダウンロードのうえ必要事項を記載
し、メール添付し下記へ
m jimu@nishitokyo-bizcon.com

▲

産業振興課np042－420－2819

　先輩創業者をお招きして、創業
準備から今日までのお話を伺いま
す。後半はゲスト講師を交えて交流
会を行います。
a７月12日㈬
●セミナー：午後２時～３時
●交流会：午後３時～４時30分
bイングビル
d新規ビジネスの立ち上げを目指
す方、ビジネスプランコンテスト

に応募をお考えの方
ijのkを確認のうえ、申込フォー
ム、メールまたはファクスでjへ
※個別相談も実施中。詳細はビジ
ネスプランコンテストkをご覧
ください。
j西東京創業支援・経営革新相談
センター
　l042－463－7311
　m info@nishitokyo-sougyou.net

創業サポートセミナー開催

西東京市ビジネスプランコンテスト

西東京創業支援・経営革新相談センター

令和５年（2023年）７月１日号８

「西東京市からのお知らせ」 FM西東京（84.2MHz）
❶午後０時45分〜１時㈪〜㈰　❷午後８時〜８時15分㈪〜㈮

「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きになれます。 
詳細は、 谷戸図書館p042ー421ー4545へお問い合わせください。

音声版「声の広報」も
作成しています

広報

※QRコードは
㈱デンソーウェーブ
の登録商標です。

物価高騰の影響で生活にお困りの方への支援
　電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、令和５年度住民
税均等割が非課税である世帯や家計が急変した世帯などに対し、１世帯当たり
３万円を支給します。
d下表①～③のいずれかに該当する方

対象 支給額

６月１日時点で市に
住民登録がある世帯

①①令和５年度住民税均等割が非課税の世帯

１世帯当たり
一律で３万円

②②生活保護を受給している世帯
　（医療扶助等の単給を含む）

申請日時点で市に
住民登録がある世帯

③③家計が急変し、１月以降の１カ月間で、住
民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると
認められる世帯

※①②の世帯には、７月中旬ごろお知らせを送付します。ただし、次の世帯に
は送付しません。
●�令和４年度の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を西東京市で受
給していない世帯、世帯主の口座以外で受給した世帯（７月下旬ごろ確認書
を送付）

●１月２日以降に転入した方や住民税が未申告の方がいる世帯（要申請）
※申込方法など詳細は市kまたは下記へお問い合わせください。▲

地域共生課np042－497－6451�※電話は７月３日㈪から受付

　経済的に困窮する19～29歳の大学生などの皆さんに、５万円を給付します。
d市に住民票があり、次のいずれかを満たす平成６年４月２日～平成17年４
月１日に生まれた方
●（独）日本学生支援機構による給付奨学生の認定を受けている学生
●�世帯全員が令和５年度住民税均等割非課税で、課税者の扶養になっていない大学生など※１
●受験生チャレンジ支援貸付事業※２を利用している過年度生
※１�大学（専攻科・別科を除く）、短期大学（認定専攻科を含む）、高等専門学
校（４・５年生のみ、認定専攻科を含む）、専門学校、専修学校（高等専修学校を
除く）、大学院に通う学生
※２�市k・６月15日号参照
i７月１日㈯～令和６年１月31日㈬（必着）に、必要書類のデータを
添付し、東京共同電子申請・届出サービスから

※詳細は市kまたは下記へお問い合わせください。▲

地域共生課np042－497－6453�※電話は７月３日㈪から受付

　大学生などを中心とした若者世代の方を支援するため、食料品や生理用品な
どを無償配布します。
a７月８日㈯午前10時～正午（配布品が無くなり次第終了）　b田無第二庁舎１階
d在住・在学の大学生などの方　hマイバッグ（お持ち帰りのため）▲
地域共生課np042－420－2807

❖�電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 ３万円 ❖�西東京市学生等応援特別給付金 ５万円

❖�物価高騰等の影響を受けている大学生などに食料を配布

物 価 高 対 策 業事騰 ８月１日号に事業の
一覧を掲載予定です。

市k

市k

　物価高騰などの影響を受けている生活者の生活応援を目的に、市内で利用できるプレミアム付き電子商品券方式による
プレミアム応援カードを販売および配布し、生活者などの負担軽減を図る事業を実施するに当たり、参加店を募集します。

❖事業概要
①①生活応援事業（販売）　発行額：３億3,000万円（予定）
　市内の生活にお困りの方を対象に１枚6,000円のプレミアム応援カードを
4,000円で販売（プレミアム率50％）
②②若者生活応援事業（販売）　発行額：１億8,000万円（予定）
　市内の19歳～29歳の方を対象に、１枚6,000円のプレミアム応援カードを
1,000円で販売（プレミアム率500％）
③③高齢者生活応援事業（配布）　発行額：２億5,500万円（予定）
　市内の65歳以上の方を対象に、プレミアム応援カード5,000円分を配布
※①・②の販売方法などの詳細は８月１日号で、③の配布などの詳細は10月
15日号でお知らせします。

□実施期間　11月１日㈬～令和６年１月31日㈬
□対象事業者　市内事業者
□参加事業者の募集期間　７月14日㈮～12月27日㈬
※７月31日㈪までに申し込みした参加事業者は、９月１日号に折り込みの参
加事業者一覧（チラシ）に掲載します。申込方法などの詳細はjまたは下記QR
コードからご確認ください。
※電子商品券方式のため、換金による事業者負担はありません。
j西東京商工会p042－461－4573
①①生活応援事業（販売）

▲

産業振興課np042－420－2819
②②若者生活応援事業（販売）

▲

地域共生課np042－420－2807
③③高齢者生活応援事業（配布）

▲

高齢者支援課np042－420－2811

西東京市物価高騰対応生活応援事業（プレミアム応援カード）

参加店募集！
7億6,500万円（予定）

発行総額

７月14日㈮
から公開
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